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空知中部広域連合からのお知らせ

介護保険料基準額：年額59,760円（月額4,980円）

　介護保険制度は、国や道、市町村が負担する「公費」と、皆さんが納める「介護保険料」を財源として運営
しています。
　介護保険料の額は、皆さんが住み慣れたまちで、いつまでも安心して暮らせるように、介護保険サービスが
どれくらい必要になるのかを見込んで介護保険事業計画を策定し、決定しています。

◎所得の申告をお忘れなく
　空知中部広域連合では介護保険法に基づき、構成市町から皆さんの所得情報を得て、本人および世帯員の市
町村民税の課税状況と所得などを基に、介護保険料を算定しています。
　所得の申告がされていないと正しい介護保険料の算定ができませんので、未申告の方はお住まいの市町村民
税担当窓口で所得の申告をお願いします。

◎介護保険料が未納だと・・・
　介護保険料の納め忘れがあると、未納期間に応じて、介護サービスを利用しようとするときに給付に制限を
受けます。必ず納期限内に納めてください。

～　65歳以上の皆さんへ　～
８月中旬に「平成28年度介護保険料決定のお知らせ」を発送いたします

■問合せ：空知中部広域連合事務局介護保険係　☎66-2152 ■問合せ：住民課町税グループ　☎76-2130

段　階 対　　象　　者 算定基準 年間保険料額

第１段階

・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けてい
る人、または前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80万円以下の人

基準額×0.45 26,892円

第２段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が120万円以下の人

基準額×0.69 41,234円

第３段階 ・世帯全員が住民税非課税の人（第１、２段階以外の人） 基準額×0.75 44,820円

第４段階
・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税
されていて、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80万円以下の人

基準額×0.9 53,784円

第５段階
・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税
されている人（第４段階以外の人）

基準額 59,760円

第６段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円
未満の人

基準額×1.2 71,712円

第７段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円
以上190万円未満の人

基準額×1.3 77,688円

第８段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円
以上290万円未満の人

基準額×1.5 89,640円

第９段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円
以上500万円未満の人

基準額×1.7 101,592円

第10段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円
以上の人

基準額×1.8 107,568円


